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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に設けられる吸収体とを備える吸収性物品であって、
　前記吸収体よりも前記吸収性物品の幅方向外側に設けられ、着用者の股下部に対応する
股下領域において前記吸収体の幅方向外側に延出する前方ウィング部と、
　前記吸収体の両側縁部に設けられ、前記吸収性物品の長手方向に沿って延び、着用者の
体液が前記吸収性物品から漏れることを防止する防漏部とを備え、
　前記前方ウィング部は、前記前方ウィング部のうち最も前記吸収性物品の幅方向内側に
位置する付け根部分を有し、
　前記防漏部は、前記吸収性物品の平面視において、前記付け根部分よりも前記吸収性物
品の幅方向外側に延出し、
　前記防漏部の少なくとも一部は、前記前方ウィング部と接合される前方接合部分を有し
、
　前記前方接合部分は、前記付け根部分の最も幅方向内側を通り、前記吸収性物品の長手
方向に沿って延びる基準線上、または前記基準線よりも幅方向外側に位置し、
　前記防漏部は、
　前記両側縁部に固定される固定端と、
　前記着用者の前側に位置する前端部分と、
　前記着用者の後ろ側に位置する後端部分とを備え、
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　前記前端部分及び前記後端部分は、前記固定端を基点として前記表面シートから離れる
起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた状態において、前記吸収性物品に接
合され、
　前記防漏部は、前記吸収性物品の長手方向に沿って設けられ、前記固定端の他端となる
自由端を備え、
　前記自由端は、前記防漏部が前記起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた
状態において、前記吸収性物品の幅方向外側に向かい、
　前記防漏部は、前記防漏部が前記起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた
状態において、最も前記着用者側に位置する最外面を有し、
　前記最外面の少なくとも一部は、前記前方ウィング部と前記前方接合部分にて接合され
る吸収性物品。
【請求項２】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に設けられる吸収体とを備える吸収性物品であって、
　前記吸収体よりも前記吸収性物品の幅方向外側に設けられ、着用者の股下部に対応する
股下領域において前記吸収体の幅方向外側に延出する前方ウィング部と、
　前記吸収体の両側縁部に設けられ、前記吸収性物品の長手方向に沿って延び、着用者の
体液が前記吸収性物品から漏れることを防止する防漏部とを備え、
　前記前方ウィング部は、前記前方ウィング部のうち最も前記吸収性物品の幅方向内側に
位置する付け根部分を有し、
　前記防漏部は、前記吸収性物品の平面視において、前記付け根部分よりも前記吸収性物
品の幅方向外側に延出し、
　前記防漏部の少なくとも一部は、前記前方ウィング部と接合される前方接合部分を有し
、
　前記前方接合部分は、前記付け根部分の最も幅方向内側を通り、前記吸収性物品の長手
方向に沿って延びる基準線上、または前記基準線よりも幅方向外側に位置し、
　前記防漏部は、
　前記両側縁部に固定される固定端と、
　前記着用者の前側に位置する前端部分と、
　前記着用者の後ろ側に位置する後端部分とを備え、
　前記前端部分及び前記後端部分は、前記固定端を基点として前記表面シートから離れる
起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた状態において、前記吸収性物品に接
合され、
　前記防漏部は、前記吸収性物品の長手方向に沿って設けられ、前記固定端の他端となる
自由端を有し、
　前記自由端は、前記防漏部が前記起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた
状態において、前記吸収性物品の幅方向内側に向かい、
　前記防漏部は、前記防漏部が前記起立方向へ折り返されて前記表面シート上に畳まれた
状態において、最も前記着用者側に位置する最外面を有し、
　前記最外面の少なくとも一部は、前記前方ウィング部と前記前方接合部分にて接合され
る吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収体よりも前記吸収性物品の幅方向外側に設けられ、前記前方ウィング部よりも
着用者の後ろ側に対応する後方領域において前記吸収体の幅方向外側に延出する後方ウィ
ング部をさらに備え、
　前記防漏部の少なくとも一部は、前記後方ウィング部と接合される後方接合部分を有す
る請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記防漏部は、前記吸収性物品の長手方向に伸縮性を有する請求項１乃至３の何れか一
項に記載の吸収性物品。



(3) JP 5261200 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記前方接合部分は、前記前方ウィング部における前記吸収性物品の長手方向中心を通
り、前記吸収性物品の幅方向に沿って延びる中心線を含む位置に設けられる請求項２乃至
４の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収体よりも前記吸収性物品の幅方向外側に設けられ、前記前方ウィング部よりも
着用者の後ろ側に対応する後方領域において前記吸収体の幅方向外側に延出する後方ウィ
ング部をさらに備え、
　前記最外面の少なくとも一部は、前記後方ウィング部と接合される後方接合部分を有す
る請求項１乃至５の何れか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、表面シートと裏面シ
ートとの間に設けられる吸収体とを備える吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生理用ナプキンやパンティライナーなどの吸収性物品は、着用者の前側（腹側）
から後ろ側（背中側）に延びる縦長の形状を有する。一般的に、吸収性物品は、液透過性
の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、表面シートと裏面シートとの間に設けられ
る吸収体とを備える。
【０００３】
　このような吸収性物品には、着用者の体液が吸収性物品から漏れることを防止するギャ
ザー（防漏部）が設けられる。ギャザーは、吸収性物品の長手方向に沿って設けられ、吸
収体の両側縁部に固定される固定端を有する。
【０００４】
　ギャザーの内部には、一般的に、伸縮性を有するゴムなどの紐状体が伸長された状態で
設けられる。伸長された紐状体は伸長前の状態に復元しようとするため、吸収性物品が丸
まることによって、固定端を基点として表面シートから離れる起立方向へ立ち上がる。こ
のため、吸収性物品（特に、ギャザー）が着用者の肌に接しやすくなり、吸収体の両側縁
部から体液が漏れる横漏れを防止できる（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　ところで、吸収性物品には、ショーツから吸収性物品がズレてしまうことを防止するこ
とが求められているため、前方ウィング部が設けられる。前方ウィング部は、ショーツの
クロッチ部（股下部）に折り返されて、ショーツに止められる。前方ウィング部は、吸収
体よりも吸収性物品の幅方向外側に設けられ、吸収体の幅方向外側に延出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００-２８８０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の吸収性物品には、次のような問題があった。すなわち、
ギャザーが吸収体上に倒れ込んでしまうと、倒れ込んだギャザー上を体液が通過し、横漏
れが発生する場合があった。このような横漏れを極力抑制するために、前方ウィング部の
面積を大きくすること、例えば、前方ウィング部を吸収性物品の長手方向に長くすること
が考えられる。
【０００８】
　しかし、前方ウィング部が吸収性物品の長手方向に長すぎてしまうと、前方ウィング部
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をショーツのクロッチ部に折り返えすことが困難となってしまい、吸収性物品の取り扱い
が面倒になってしまう。例えば、着用者は、無理に前方ウィング部をショーツのクロッチ
部に折り返えしてしまうと、表面シートや前方ウィング部にシワが発生し、使用時におけ
る違和感を着用者に与えるおそれがあった。
【０００９】
　そこで、本発明は、使用時における違和感を着用者に与えることなく、吸収性物品の取
り扱いが容易となり、さらに確実に横漏れを防止できる吸収性物品の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明
の第１の特徴は、液透過性の表面シート（表面シート１０）と、液不透過性の裏面シート
（裏面シート２０）と、前記表面シートと前記裏面シートとの間に設けられる吸収体（吸
収体３０）とを備える吸収性物品（例えば、吸収性物品１）であって、前記吸収体よりも
前記吸収性物品の幅方向外側に設けられ、着用者の股下部に対応する股下領域において前
記吸収体の幅方向外側に延出する前方ウィング部（前方ウィング部６０Ａ）と、前記吸収
体の両側縁部（両側縁部３１）に設けられ、前記吸収性物品の長手方向に沿って延び、着
用者の体液が前記吸収性物品から漏れることを防止する防漏部（例えば、ギャザー５０）
とを備え、前記前方ウィング部は、前記前方ウィング部のうち最も前記吸収性物品の幅方
向内側に位置する付け根部分（付け根部分６１）を有し、前記防漏部は、前記吸収性物品
の平面視において、前記付け根部分よりも前記吸収性物品の幅方向外側に延出することを
要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の特徴によれば、使用時における違和感を着用者に与えることなく、吸収性物品
の取り扱いが容易となり、さらに確実に横漏れを防止できる吸収性物品を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部開状態における平面図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部開状態における断面図である（
その１）。
【図３】図３は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部閉状態における平面図である。
【図４】図４は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部閉状態における断面図である。
【図５】図５は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部開状態における平面図である
。
【図６】図６は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部開状態における断面図である
。
【図７】図７は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態における平面図である
。
【図８】図８は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態における断面図である
（その１）。
【図９】図９は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態における断面図である
（その２）。
【図１０】図１０は、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの側部開状態における平面図で
ある。
【図１１】図１１は、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの側部開状態における断面図で
ある（その１）。
【図１２】図１２は、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの側部開状態における断面図で
ある（その２）。
【図１３】図１３は、第３実施形態の変形例１に係る吸収性物品１Ｃの側部開状態におけ
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る断面図である。
【図１４】図１４は、第３実施形態の変形例２に係る吸収性物品１Ｄの側部開状態におけ
る平面図である。
【図１５】図１５は、第３実施形態の変形例３に係る吸収性物品１Ｅの側部開状態におけ
る平面図である。
【図１６】図１６は、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆの側部開状態における平面図で
ある。
【図１７】図１７は、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆの側部開状態における断面図で
ある。
【図１８】図１８は、第４実施形態の変形例に係る吸収性物品１Ｇの側部開状態における
平面図である。
【図１９】図１９は、第４実施形態の変形例に係る吸収性物品１Ｇの側部開状態における
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下において、本発明に係る吸収性物品について、図面を参照しながら説明する。具体
的には、第１実施形態、第２実施形態、第３実施形態、第４実施形態及びその他の実施形
態について説明する。
【００１４】
　なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号
を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは
異なることに留意すべきである。
【００１５】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００１６】
［第１実施形態］
　まず、第１実施形態に係る吸収性物品について、図面を参照しながら説明する。具体的
には、（１）吸収性物品の構成、（２）ギャザーの構成、（３）接合部分の配置箇所、（
４）作用・効果について説明する。
【００１７】
（１）吸収性物品の構成
　まず、第１実施形態に係る吸収性物品１の構成について、図面を参照しながら説明する
。図１は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部開状態における平面図である。図２（
ａ）は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部開状態における断面図（図１のＡ－Ａ断
面図）である。図２（ｂ）は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部開状態における断
面図（図１のＢ－Ｂ断面図）である。
【００１８】
　図３は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部閉状態における平面図である。図４（
ａ）は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部閉状態における断面図（図３のＣ－Ｃ断
面図）である。図４（ｂ）は、第１実施形態に係る吸収性物品１の側部閉状態における断
面図（図３のＤ－Ｄ断面図）である。第１実施形態では、吸収性物品１は、生理用ナプキ
ンとする。
【００１９】
　図１～図４に示すように、吸収性物品１は、着用者の前側から後ろ側に延びる縦長の形
状を有する。吸収性物品１は、着用者の肌に接する液透過性の表面シート１０と、表面シ
ート１０よりも非着用者側に設けられる液不透過性の裏面シート２０と、表面シート１０
と裏面シート２０との間に設けられる吸収体３０と、吸収性物品１の長手方向Ｌに直交す
る吸収体３０の幅方向Ｗ外側に設けられるサイドシート４０とを備える。
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【００２０】
　また、吸収性物品１は、吸収体３０の両側縁部３１に設けられ、吸収性物品１の長手方
向Ｌに沿って延びるギャザー５０（防漏部）と、吸収体３０よりも吸収性物品１の幅方向
Ｗ外側に設けられ、吸収体３０の幅方向Ｗ外側に延出するウィング部６０とをさらに備え
る。なお、ギャザー５０の構成については、後述する。
【００２１】
　ウィング部６０は、裏面シート２０及びサイドシート４０によって構成される。ウィン
グ部６０は、ギャザー５０と色相が異なる。ウィング部６０は、液不透過性の材料によっ
て形成される。ウィング部６０は、カンチレバーを用いた曲げ剛性が１５０ｍｍ以下（特
に、１００ｍｍ以下）であることが好ましい。
【００２２】
　ウィング部６０は、ショーツのクロッチ部（股下部）に折り返され、ショーツに止めら
れる前方ウィング部６０Ａと、前方ウィング部６０Ａよりも着用者の後ろ側に設けられ、
ショーツの形状に沿って吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に延出する後方ウィング部６０Ｂと
によって構成される。
【００２３】
　前方ウィング部６０Ａは、着用者の股下部に対応する股下領域Ｘ１において吸収体３０
の幅方向Ｗ外側に延出する。前方ウィング部６０Ａには、前方ウィング部６０Ａのうち最
も吸収性物品１の幅方向Ｗ内側に位置する付け根部分６１が形成される。
【００２４】
　後方ウィング部６０Ｂは、前方ウィング部６０Ａよりも着用者の後ろ側に対応する後方
領域Ｘ２において吸収体３０の幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、後方ウィング部６０Ｂ
は、前方ウィング部６０Ａよりも着用者の後ろ側に設けられる。
【００２５】
　ウィング部６０（前方ウィング部６０Ａ及び後方ウィング部６０Ｂ）や吸収体３０にお
ける裏面シート２０側の面には、ショーツから吸収性物品１がズレることを防止する粘着
性を有するズレ止め部７０（例えば、ホットメルト）が設けられる。
【００２６】
（２）ギャザーの構成
　次に、上述したギャザー５０の構成について、図１～図４を参照しながら説明する。
【００２７】
　図１～図４に示すように、ギャザー５０は、着用者の体液が吸収性物品１から漏れるこ
とを防止する。ギャザー５０は、不織布や開孔フィルムなどによって形成される。
【００２８】
　ギャザー５０は、表面シート１０やサイドシート４０と別のシートによって構成される
。なお、ギャザー５０は、必ずしも表面シート１０やサイドシート４０と別のシートによ
って構成される必要はなく、サイドシート４０が延長することによって構成されていても
よい。
【００２９】
　図１及び図２に示すように、ギャザー５０は、着用時において、表面シート１０から離
れる方向（以下、起立方向Ｔ）、すなわち、着用者側へ向かって立ち上がる。また、図３
及び図４に示すように、ギャザー５０は、吸収性物品１の側部閉状態、すなわち、ギャザ
ー５０が立ち上がっていない状態において、起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１
０上で複数折り返されることによって畳まれる。
【００３０】
　ここで、吸収性物品１の側部閉状態とは、吸収体３０とウィング部６０との境から、ウ
ィング部６０が表面シート１０側に折り返される際に、当該ウィング部６０と一緒にギャ
ザー５０が表面シート１０上に配置され、ギャザー５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて
表面シート１０上に折り畳まれた状態である。なお、吸収性物品１の側部閉状態では、最
も上側に配置されるズレ止め部７０と包装材（不図示）との間に、ズレ止め部７０を被覆
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する離型シート（不図示）が設けられてもよい。
【００３１】
　ギャザー５０の内部には、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って配置され、伸縮性を有す
るゴムなどの紐状体８０（図２及び図４参照）が伸張された状態で設けられる。ギャザー
５０は、着用者の前側に位置する前端部分５１Ａと、着用者の後ろ側に位置する後端部分
５１Ｂとを備える。
【００３２】
　前端部分５１Ａ及び後端部分５１Ｂは、それぞれの各層間（ギャザー５０が表面シート
１０上に畳まれた際の層間）にホットメルトが施されることや、全層にエンボス処理が施
される（不図示）こと等によって、起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折
り畳まれる。このため、前端部分５１Ａ及び後端部分５１Ｂは、ギャザー５０が起立方向
Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態において、吸収性物品１に接
合される。
【００３３】
　これにより、ギャザー５０は、着用時において、着用者側に向かって立ち上がった際に
、中空部を形成する。このようなギャザー５０は、ギャザー本体部５２と、固定端５６と
、自由端５７とを有する。
【００３４】
　ギャザー本体部５２は、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿ったシート状をなしている。ギ
ャザー本体部５２は、吸収性物品１の幅方向Ｗにおける断面視（図４参照）において、ギ
ャザー５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態で最も
着用者側に位置する最外片部分５３と、最外片部分５３の両側縁部３１側に位置する下片
部分５４と、最外片部分５３と下片部分５４とを繋ぐ連続部分５５とを少なくとも有する
。
【００３５】
　最外片部分５３は、ギャザー５０の起立方向Ｔで最も着用者側に位置する最外面５３Ａ
と、最外面５３Ａの反対側、すなわち、下片部分５４側に位置する最内面５３Ｂとを有す
る。
【００３６】
　固定端５６は、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って設けられ、両側縁部３１にエンボス
部Ｅが施されることによって固定（接合）される。なお、固定端５６は、吸収体３０の両
側縁部３１に設けられていればく、吸収体３０よりも幅方向Ｗ外側に設けられていてもよ
く、吸収体３０の両側縁上に設けられていてもよい。
【００３７】
　固定端５６は、ギャザー５０が起立方向Ｔへ立ち上がる際の基点となる。つまり、ギャ
ザー５０は、固定端５６を基点として表面シート１０から離れる起立方向Ｔへ立ち上がる
。
【００３８】
　自由端５７は、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って設けられ、両側縁部３１よりも着用
者側に位置し、固定端５６の他端となる。自由端５７は、ギャザー５０が起立方向Ｔへ複
数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態において、吸収性物品１の幅方向Ｗ
外側に向かう。具体的には、自由端５７は、最外片部分５３の先端部に位置し、連続部分
５５よりも吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に設けられる。自由端５７は、ギャザー本体部５
２とウィング部６０（サイドシート４０）との間に設けられる（図２及び図４参照）。
【００３９】
　このようなギャザー５０は、吸収性物品１の平面視（図１及び図３参照）において、付
け根部分６１よりも吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、ギャザー５０は、
付け根部分６１と重なっている。また、ギャザー５０の少なくとも一部は、ホットメルト
等の接着剤によりウィング部６０と接合される接合部分５８を有する。
【００４０】
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（３）接合部分の配置箇所
　次に、上述した接合部分５８の配置箇所について、図１～図４を参照しながら説明する
。
【００４１】
　図１～図４に示すように、接合部分５８は、ウィング部６０と最外片部分５３の少なく
とも一部と接合される。具体的には、接合部分５８は、ギャザー５０が起立方向Ｔへ複数
折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態において、サイドシート４０と最外片
部分５３の最外面５３Ａとが接合されることによって形成される。
【００４２】
　接合部分５８は、前方ウィング部６０Ａに設けられる前方接合部分５８Ａと、後方ウィ
ング部６０Ｂに設けられる後方接合部分５８Ｂとによって構成される。
【００４３】
　前方接合部分５８Ａは、吸収性物品１の平面視において、前方ウィング部６０Ａにおけ
る吸収性物品１の長手方向Ｌ中心を通り、吸収性物品１の幅方向Ｗに沿って延びる中心線
ＣＬ１を含む位置に設けられる。前方接合部分５８Ａは、中心線ＣＬ１に対して均等に設
けられることが好ましい。
【００４４】
　前方接合部分５８Ａにおける吸収性物品１の長手方向Ｌに沿った長さＬ１（図１参照）
は、ズレ止め部７０における吸収性物品１の長手方向Ｌに沿った長さＬ２（図３参照）よ
りも長い。
【００４５】
　一方、後方接合部分５８Ｂは、吸収性物品１の平面視において、後方ウィング部６０Ｂ
における吸収性物品１の長手方向Ｌ中心を通り、吸収性物品１の幅方向Ｗに沿って延びる
中心線ＣＬ２を含む位置に設けられる。
【００４６】
　接合部分５８（前方接合部分５８Ａ及び後方接合部分５８Ｂ）は、付け根部分６１の最
も幅方向Ｗ外側を通り、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って延びる基準線ＳＬ近傍、具体
的には、基準線ＳＬよりも幅方向外側に位置する。特に、接合部分５８は、基準線ＳＬと
ウィング部６０の幅方向Ｗ中心部との間に位置することが好ましい。
【００４７】
　ここで、エンボス部Ｅ（例えば、エンボス部Ｅの幅方向Ｗ内側に位置する内側端）から
、接合部分５８（例えば、接合部分５８の幅方向Ｗ内側に位置する外側端）までの幅方向
Ｗの長さＹ１は、エンボス部Ｅから接合部分５８までのギャザー５０の長さＹ２以下であ
る（Ｙ１≦Ｙ２）。具体的には、エンボス部Ｅから接合部分５８までの幅方向Ｗの長さＹ
１は、エンボス部Ｅから接合部分５８までのギャザー５０の長さＹ２に対して１／２以下
、特に、１／３以下であることが好ましい（図２参照）。
【００４８】
　エンボス部Ｅから接合部分５８までのギャザー５０の長さＹ２は、ギャザー５０の幅方
向Ｗにおける最大長さＹ３よりも長い（Ｙ２≧Ｙ３）。
【００４９】
（４）作用・効果
　第１実施形態では、ギャザー５０は、吸収性物品１の平面視において、付け根部分６１
よりも吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に延出する。これによれば、前方ウィング部６０Ａの
面積を大きくすることなく、ギャザー５０が付け根部分６１を覆う。このため、ウィング
部６０と一緒に付け根部分６１がショーツに折り返されることなく、表面シート１０や前
方ウィング部６０Ａにシワが発生することを抑制できる。従って、使用時における違和感
を着用者に与えることなく、吸収性物品１の取り扱いが容易となる。また、ギャザー５０
により付け根部分６１が覆われるため、付け根部分６１からの横漏れをさらに確実に防止
できる。
【００５０】
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　ところで、ギャザー５０が接合部分５８を有していないと、着用時における着用者の動
作によってギャザー５０が吸収体３０の上に倒れ込むことがあり、吸収体３０の両側縁部
３１を覆ってしまう場合ある。
【００５１】
　これに対して、第１実施形態では、ギャザー５０（防漏部）の少なくとも一部は、前方
ウィング部６０Ａと接合される前方接合部分５８Ａを有する。また、前方接合部分５８Ａ
は、基準線ＳＬ近傍、具体的には、基準線ＳＬよりも幅方向外側に位置する。これによれ
ば、ギャザー５０が吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に開いた状態において、ギャザー５０が
付け根部分６１よりも吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に設けられる。これにより、ギャザー
５０が前方ウィング部６０Ａとともに吸収性物品１の幅方向Ｗ外側に引っ張られる状態と
なる。このため、ギャザー５０が吸収体３０上に倒れ込むことを防止でき、吸収体３０の
両側縁部３１を覆ってしまうことを確実に抑制できる。従って、ギャザー５０の倒れ込み
による吸収体３０の吸収面積の減少を防止し、さらに確実に横漏れを防止できる。
【００５２】
　第１実施形態では、ギャザー５０は、吸収性物品１の長手方向Ｌに伸縮性を有する。こ
れによれば、ギャザー５０が起立方向Ｔへ（すなわち、ギャザー５０が着用時において着
用者へ）確実に立ち上がるため、付け根部分６１からの横漏れをさらに確実に防止できる
。
【００５３】
　第１実施形態では、ギャザー５０（防漏部）の少なくとも一部は、後方ウィング部６０
Ｂと接合される後方接合部分１５８Ｂを有する。これによれば、ギャザー５０により前方
ウィング部６０Ａと後方ウィング部６０Ｂとの間に位置する付け根部分６１が確実に覆わ
れる。このため、当該付け根部分６１からの横漏れ（斜め漏れなど）をさらに確実に防止
できる。
【００５４】
　第１実施形態では、前方接合部分５８Ａは、吸収性物品１の平面視において、中心線Ｃ
Ｌ１を含む位置に設けられる。特に、前方接合部分５８Ａは、中心線ＣＬ１に対して均等
に設けられることが好ましい。なお、前方接合部分５８Ａが中心線ＣＬ１に対して均等に
設けられていないと、前方ウィング部６０Ａがショーツのクロッチ部に折り返された際に
、前方接合部分５８Ａの前後に位置する紐状体８０の伸縮力が異なってしまう。このため
、伸縮力の強い方で、伸張された紐状体８０が伸張前の状態に復元、つまり、前方ウィン
グ部６０Ａを表面シート１０側に戻す力が働いてしまうことがある。従って、吸収性物品
１の取り扱いが面倒になってしまう。これに対して、上述したように、前方接合部分５８
Ａは、中心線ＣＬ１に対して均等に設けられることによって、前方ウィング部６０Ａ内に
おいて紐状体８０の伸縮力が均等に保たれるため、吸収性物品１の取り扱いが容易となる
。
【００５５】
　第１実施形態では、前端部分５１Ａ及び後端部分５１Ｂは、固定端５６を基点としてギ
ャザー５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態におい
て、吸収性物品１に接合される。これによれば、ギャザー５０は、着用時に着用者側に向
かって立ち上がった際、中空部を形成する。このため、ギャザー５０が着用者にフィット
しやすくなり、付け根部分６１からの横漏れをさらに確実に防止できる。
【００５６】
　第１実施形態では、ウィング部６０は、液不透過性の材料によって形成される。特に、
ウィング部６０の内部又は表面シート１０側の面が液透過性の材料によって形成されるこ
とが好ましい。これによれば、ギャザー５０上を体液が通過し、横漏れが発生してしまっ
た場合であっても、ウィング部６０により体液を吸収できる。このため、付け根部分６１
からの横漏れをさらに確実に防止できる。
【００５７】
　第１実施形態では、ウィング部６０は、カンチレバーを用いた曲げ剛性が１５０ｍｍ以
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下であることが好ましい。なお、曲げ剛性が１５０ｍｍよりも小さいと、ウィング部６０
がショーツの形状に沿いにくく、使用時における違和感を着用者に与えてしまう場合があ
る。
【００５８】
　第１実施形態では、ウィング部６０は、ギャザー５０と色相が異なる。これによれば、
着用者は、ウィング部６０とギャザー５０とを区別しやすくなる。このため、ウィング部
６０と一緒に付け根部分６１がショーツに折り返されることをさらに抑制できる。
【００５９】
　第１実施形態では、エンボス部Ｅから接合部分５８までの幅方向Ｗの長さＹ１は、エン
ボス部Ｅから接合部分５８までのギャザー５０の長さＹ２に対して１／２以下、特に、１
／３以下であることが好ましい。なお、長さＹ１が長さＹ２に対して１／２よりも大きい
と、ギャザー５０が撓みやすく、ギャザー５０が十分な中空部を形成しにくく、横漏れを
確実に防止できない場合がある。
【００６０】
　第１実施形態では、吸収性物品１の側部閉状態において、吸収体３０とウィング部６０
との境から、ウィング部６０と一緒にギャザー５０が表面シート１０上に配置され、ギャ
ザー５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態となる。
これによれば、吸収性物品１を個包装する場合に、ギャザー５０とウィング部６０とを吸
収体３０の幅とほぼ同じ幅に収まるように折り畳むことができるため、コンパクトに包装
できる。
【００６１】
［第２実施形態］
　以下において、本発明に係る第２実施形態に係る吸収性物品１Ａについて、図面を参照
しながら説明する。具体的には、（１）ギャザーの構成、（２）接合部分の配置箇所、（
３）作用・効果について、説明する。なお、上述した第１実施形態に係る吸収性物品１と
同一部分には同一の符号を付して、相違する部分を主として説明する。
【００６２】
　ここで、上述した第１実施形態に係る吸収性物品１では、自由端５７は、ギャザー５０
が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態において吸収性物
品１の幅方向Ｗ外側に向かう。これに対して、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａでは、
自由端１５７は、ギャザー１５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折
り畳まれた状態において吸収性物品１Ａの幅方向Ｗ内側に向かう。
【００６３】
（１）ギャザーの構成
　まず、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａのギャザー１５０の構成について、図５～図
８を参照しながら説明する。図５は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部開状態に
おける平面図である。図６（ａ）は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部開状態に
おける断面図（図５のＡ－Ａ断面図）である。図６（ｂ）は、第２実施形態に係る吸収性
物品１Ａの側部開状態における断面図（図５のＢ－Ｂ断面図）である。
【００６４】
　図７は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態における平面図である。図８
（ａ）は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態における断面図（図７のＣ－
Ｃ断面図）である。図８（ｂ）は、第２実施形態に係る吸収性物品１Ａの側部閉状態にお
ける断面図（図７のＤ－Ｄ断面図）である。
【００６５】
　図５及び図６に示すように、ギャザー１５０は、着用時において、起立方向Ｔ、すなわ
ち、着用者側へ向かって立ち上がる。また、図７及び図８に示すように、ギャザー１５０
は、吸収性物品１Ａの側部閉状態、すなわち、ギャザー１５０が立ち上がっていない状態
において、起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上で複数折り返されることによ
って畳まれる。
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【００６６】
　ギャザー１５０は、着用者の前側に位置する前端部分１５１Ａと、着用者の後ろ側に位
置する後端部分１５１Ｂとを備える。前端部分１５１Ａ及び後端部分１５１Ｂは、ギャザ
ー１５０が表面シート１０上に畳まれた状態で吸収性物品１Ａに接合される。ギャザー１
５０は、ギャザー本体部１５２と、固定端１５６と、自由端１５７とを有する。
【００６７】
　ギャザー本体部１５２は、吸収性物品１Ａの長手方向Ｌに沿って設けられるシート状を
なしている。ギャザー本体部１５２は、吸収性物品１Ａの幅方向Ｗにおける断面視（図８
参照）において、ギャザー１５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折
り畳まれた状態で最も着用者側に位置する最外片部分１５３と、最外片部分１５３の両側
縁部３１側に位置する下片部分１５４と、最外片部分１５３と下片部分１５４とを繋ぐ連
続部分１５５とを少なくとも有する。
【００６８】
　最外片部分１５３は、ギャザー１５０の起立方向Ｔで最も着用者側に位置する最外面１
５３Ａと、最外面１５３Ａの反対側、すなわち、下片部分１５４側に位置する最内面１５
３Ｂとを有する。
【００６９】
　固定端１５６は、吸収性物品１Ａの長手方向Ｌに沿って設けられ、両側縁部３１に固定
される。固定端１５６は、ギャザー５０が起立方向Ｔへ立ち上がる際の基点となる。つま
り、ギャザー１５０は、固定端１５６を基点として表面シート１０から離れる起立方向Ｔ
へ立ち上がる。
【００７０】
　自由端１５７は、ギャザー１５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に
折り畳まれた状態において、吸収性物品１Ａの幅方向Ｗ内側に向かう。具体的には、自由
端１５７は、最外片部分１５３の先端部に位置し、連続部分１５５よりも吸収性物品１Ａ
の幅方向Ｗ内側に設けられる。
【００７１】
　このようなギャザー１５０は、吸収性物品１Ａの平面視において、付け根部分６１より
も吸収性物品１Ａの幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、ギャザー１５０は、付け根部分６
１と重なっている。また、ギャザー１５０の少なくとも一部は、ウィング部６０と接合さ
れる接合部分１５８を有する。
【００７２】
（２）接合部分の配置箇所　次に、上述した接合部分１５８の配置箇所について、図５～
図８を参照しながら説明する。
【００７３】
　図５～図８に示すように、接合部分１５８は、ウィング部６０と最外片部分１５３の少
なくとも一部と接合される。具体的には、接合部分１５８は、ギャザー１５０が起立方向
Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上に折り畳まれた状態において、サイドシート４０
と最外片部分１５３の最外面１５３Ａとが接合されることによって形成される。
【００７４】
　なお、接合部分１５８は、サイドシート４０と最外面１５３Ａの少なくとも一部とが接
合されていればよく、例えば、図９に示すように、サイドシート４０と下片部分１５４の
一部とが接合されてもよい。
【００７５】
　接合部分１５８は、前方ウィング部６０Ａに設けられる前方接合部分１５８Ａと、後方
ウィング部６０Ｂに設けられる後方接合部分１５８Ｂとによって構成される。なお、前方
接合部分１５８Ａ及び後方接合部分１５８Ｂの配置箇所については、上述した第１実施形
態に係る前方接合部分５８Ａ及び後方接合部分５８Ｂと同様である。
【００７６】
（３）作用・効果
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　第２実施形態に係る吸収性物品１Ａによれば、第１実施形態と同様に、使用時における
違和感を着用者に与えることなく、吸収性物品１Ａの取り扱いが容易となり、さらに確実
に付け根部分６１からの横漏れを防止できる。
【００７７】
［第３実施形態］
　以下において、本発明に係る第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂについて、図面を参照
しながら説明する。具体的には、（１）ギャザーの構成、（２）接合部分の配置箇所、（
３）変形例、（４）作用・効果について、説明する。なお、上述した第１実施形態に係る
吸収性物品１と同一部分には同一の符号を付して、相違する部分を主として説明する。
【００７８】
　ここで、上述した第１実施形態に係る吸収性物品１では、ギャザー５０の前端部分５１
Ａ及び後端部分５１Ｂは、ギャザー５０が起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０
上に折り畳まれた状態で吸収性物品１に接合される。これに対して、第３実施形態に係る
吸収性物品１Ｂでは、ギャザー２５０の前端部分２５１Ａ及び後端部分２５１Ｂは、表面
シート１０上に複数折り返して畳まれずに、吸収性物品１Ｂに接合される。
【００７９】
（１）ギャザーの構成
　まず、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂのギャザー２５０の構成について、図１０及
び図１１を参照しながら説明する。図１０は、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの側部
開状態における平面図である。図１１（ａ）は、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの側
部開状態における断面図（図１０のＡ－Ａ断面図）である。図１１（ｂ）は、第３実施形
態に係る吸収性物品１Ｂの側部開状態における断面図（図１０のＢ－Ｂ断面図）である。
なお、第３実施形態では、吸収性物品１Ｂの側部開状態のみについて説明する。
【００８０】
　図１０及び図１１に示すように、ギャザー２５０は、前端部分２５１Ａから後端部分２
５１Ｂにかけて、吸収性物品１Ｂの長手方向Ｌに沿って設けられる。つまり、ギャザー２
５０は、着用者の前側に位置する前端部分２５１Ａと、着用者の後ろ側に位置する後端部
分２５１Ｂとを備える。前端部分２５１Ａ及び後端部分２５１Ｂは、表面シート１０上に
複数折り返し畳まれずに、吸収性物品１Ｂに接合される。ギャザー２５０は、ギャザー本
体部２５２と、固定端２５６と、自由端２５７とを有する。
【００８１】
　ギャザー本体部２５２は、吸収性物品１Ｂの長手方向Ｌに沿って設けられるシート状を
なしている。ギャザー本体部２５２は、吸収性物品１Ｂの幅方向Ｗにおける断面視（図１
１参照）において、着用者側に位置する外側面２５２Ａ（最外面）と、最外片部分１５３
の反対側、すなわち、下片部分１５４側に位置する内側面２５２Ｂとを有する。
【００８２】
　固定端２５６は、吸収性物品１Ｂの長手方向Ｌに沿って設けられ、両側縁部３１に固定
される。固定端２５６は、ギャザー２５０が起立方向Ｔへ立ち上がる際の基点となる。つ
まり、ギャザー２５０は、固定端２５６を基点として表面シート１０から離れる起立方向
Ｔへ立ち上がる。
【００８３】
　自由端２５７は、ギャザー２５０が起立方向Ｔへ１回折り返されて表面シート１０上に
折り畳まれた状態において、吸収性物品１Ｂの幅方向Ｗ外側に向かう。
【００８４】
　このようなギャザー２５０は、吸収性物品１Ｂの平面視において、付け根部分６１より
も吸収性物品１Ｂの幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、ギャザー２５０は、付け根部分６
１と重なっている。また、ギャザー２５０の少なくとも一部は、ウィング部６０と接合さ
れる接合部分２５８を有する。
【００８５】
（２）接合部分の配置箇所　
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　次に、上述した接合部分２５８の配置箇所について、図１０及び図１１を参照しながら
説明する。
【００８６】
　図１０及び図１１に示すように、接合部分２５８は、ウィング部６０と内側面２５２Ｂ
の少なくとも一部と接合される。具体的には、接合部分２５８は、サイドシート４０と内
側面２５２Ｂの一部とが接合されることによって形成される。
【００８７】
　なお、接合部分２５８は、必ずしもサイドシート４０と内側面２５２Ｂの一部とが接合
されればよく、例えば、図１２に示すように、サイドシート４０と中空部を形成するギャ
ザー５０の内側面２５２Ｂとが接合されてもよい。
【００８８】
　接合部分２５８は、前方ウィング部６０Ａに設けられる前方接合部分２５８Ａと、後方
ウィング部６０Ｂに設けられる後方接合部分２５８Ｂとによって構成される。なお、前方
接合部分２５８Ａ及び後方接合部分２５８Ｂの配置箇所については、上述した第１実施形
態に係る前方接合部分５８Ａ及び後方接合部分５８Ｂと同様である。
【００８９】
（３）変形例
　次に、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの変形例について、図面を参照しながら説明
する。なお、上述した第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂと同一部分には同一の符号を付
して、相違する部分を主として説明する。
【００９０】
（３－１）変形例１
　まず、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの変形例について、図１３を参照しながら説
明する。図１３は、変形例１に係る吸収性物品１Ｃの側部開状態における断面図である。
【００９１】
　ここで、上述した第３実施形態係る吸収性物品１Ｂでは、ギャザー本体部２５２は、外
側面２５２Ａと内側面２５２Ｂとを有する。これに対して、変形例１に係る吸収性物品１
Ｃでは、ギャザー本体部２５２は、最外片部分２５３と、下片部分２５４と、連続部分２
５５とを有する。
【００９２】
　接合部分２５８は、ウィング部６０と下片部分２５４の少なくとも一部と接合される。
具体的には、接合部分２５８は、サイドシート４０と下片部分２５４の一部とが接合され
ることによって形成される。
【００９３】
　なお、自由端２５７は、図１３に示すように、吸収性物品１Ｃの幅方向Ｗ外側に向かっ
ていてもよく、吸収性物品１Ｃの幅方向Ｗ内側に向かっていてもよい。
【００９４】
（３－２）変形例２
　まず、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの変形例について、図１４を参照しながら説
明する。図１４は、変形例２に係る吸収性物品１Ｄの側部開状態における平面図である。
【００９５】
　ここで、上述した第３実施形態係る吸収性物品１Ｂでは、接合部分２５８は、前方接合
部分２５８Ａと後方接合部分２５８Ｂとによって構成される。これに対して、変形例２に
係る吸収性物品１Ｄでは、接合部分２５８は、前方接合部分２５８Ａと、後方接合部分２
５８Ｂと、前端接合部分２５８Ｃによって構成される。なお、前方接合部分２５８Ａ及び
後方接合部分２５８Ｂは、第１実施形態で説明した第１実施形態及び後方接合部分５８Ｂ
と同様である。
【００９６】
　前端接合部分２５８Ｃは、前方ウィング部６０Ａよりも着用者の前側に対応する前方領
域Ｘ３において吸収体３０の幅方向Ｗ外側に延出する前端ウィング部６０Ｃに設けられる
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。なお、前端接合部分２５８Ｃは、第１実施形態で説明した前方接合部分５８Ａ及び後方
接合部分５８Ｂと同様に、基準線ＳＬ近傍に位置することが好ましい。
【００９７】
（３－１）変形例３
　次に、第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂの変形例について、図１５を参照しながら説
明する。図１５は、変形例３に係る吸収性物品１Ｅの側部開状態における平面図である。
【００９８】
　ここで、上述した第３実施形態係る吸収性物品１Ｂでは、ギャザー２５０は、前端部分
２５１Ａから後端部分２５１Ｂにかけて、吸収性物品１Ｂの長手方向Ｌに沿って設けられ
る。これに対して、変形例３に係る吸収性物品１Ｅでは、ギャザー２５０は、前方ウィン
グ部６０Ａ近傍にのみ設けられる。
【００９９】
　具体的には、ギャザー２５０は、吸収性物品１は、吸収体３０の幅方向Ｗ外側に位置す
る両側縁部３１に設けられ、吸収性物品１の長手方向Ｌに沿って延びる。ギャザー２５０
は、前方ウィング部６０Ａと前端ウィング部６０Ｃとの間に位置する付け根部分６１から
、後方ウィング部６０Ｂと前端ウィング部６０Ｃとの間に位置する付け根部分６１にかけ
て設けられる。
【０１００】
（４）作用・効果
　第３実施形態に係る吸収性物品１Ｂ～１Ｅによれば、第１実施形態及び第２実施形態と
同様に、使用時における違和感を着用者に与えることなく、吸収性物品１Ｂの取り扱いが
容易となり、さらに確実に付け根部分６１からの横漏れを防止できる。　　　　
【０１０１】
［第４実施形態］
　以下において、本発明に係る第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆについて、図面を参照
しながら説明する。具体的には、（１）ギャザーの構成、（２）変形例、（３）作用・効
果について、説明する。なお、上述した第１実施形態に係る吸収性物品１と同一部分には
同一の符号を付して、相違する部分を主として説明する。
【０１０２】
　ここで、上述した第１実施形態に係る吸収性物品１では、ギャザー５０の少なくとも一
部が接合部分５８を有する。これに対して、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆでは、ギ
ャザー３５０が接合部分を有していない。
【０１０３】
（１）ギャザーの構成
　まず、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆのギャザー３５０の構成について、図１６及
び図１７を参照しながら説明する。図１６は、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆの側部
開状態における平面図である。図１７（ａ）は、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆの側
部開状態における断面図（図１６のＡ－Ａ断面図）である。図１７（ｂ）は、第４実施形
態に係る吸収性物品１Ｆの側部開状態における断面図（図１６のＢ－Ｂ断面図）である。
なお、第４実施形態では、吸収性物品１Ｆの側部開状態のみについて説明する。
【０１０４】
　図１６及び図１７に示すように、吸収性物品１Ｆは、ギャザー３５０に加えて、カバー
部３６０（防漏部）を有する。ギャザー３５０の内部には、紐状体８０が伸張された状態
で設けられる。ギャザー３５０は、着用者の前側に位置する前端部分３５１Ａと、着用者
の後ろ側に位置する後端部分３５１Ｂとを備える。前端部分３５１Ａ及び後端部分３５１
Ｂは、起立方向Ｔへ複数折り返されて表面シート１０上で複数折り返されることによって
畳まれる。
【０１０５】
　カバー部３６０は、吸収性物品１Ｆの幅方向Ｗ外側に延出する。カバー部３６０は、ウ
ィング部６０（前方ウィング部６０Ａ及び後方ウィング部６０Ｂ）よりも表面シート１０
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側に設けられる。
【０１０６】
　カバー部３６０は、ギャザー３５０と、裏面シート２０側に位置する防水シート９０と
によって構成される。なお、防水シート９０の代わりに、撥水性や疎水性の不織布等であ
ってもよいことは勿論である。
【０１０７】
　カバー部３６０は、吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが長い長延出部分３６０
Ａと、吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが短い短延出部分３６０Ｂとを有する。
【０１０８】
　長延出部分３６０Ａは、吸収性物品１Ｆの平面視において、付け根部分６１上に位置す
る。長延出部分３６０Ａは、吸収性物品１Ｆの平面視において、付け根部分６１よりも吸
収性物品１Ｆの幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、長延出部分３６０Ａは、付け根部分６
１と重なっている。
【０１０９】
　短延出部分３６０Ｂは、吸収性物品１Ｆの平面視において、ウィング部６０（前方ウィ
ング部６０Ａ及び後方ウィング部６０Ｂ）上に位置する。短延出部分３６０Ｂは、ウィン
グ部６０よりも吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが短い。
【０１１０】
　ここで、第４実施形態では、カバー部３６０は、ウィング部６０（前方ウィング部６０
Ａや後方ウィング部６０Ｂ、前端ウィング部６０Ｃ）と接合されていないが、ウィング部
６０と接合されていてもよい。また、吸収性物品１Ｆは、必ずしもギャザー３５０を有し
ている必要はなく、カバー部３６０を有していればよい。
【０１１１】
（２）変形例
　次に、第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆの変形例について、図１８及び図１９を参照
しながら説明する。図１８は、変形例に係る吸収性物品１Ｇの側部開状態における平面図
である。図１９（ａ）は、変形例に係る吸収性物品１Ｇの側部開状態における断面図（図
１８のＡ－Ａ断面図）である。図１９（ｂ）は、変形例に係る吸収性物品１Ｇの側部開状
態における断面図（図１８のＢ－Ｂ断面図）である。
【０１１２】
　ここで、上述した第４実施形態係る吸収性物品１Ｆでは、カバー部３６０は、ウィング
部６０よりも表面シート１０側に設けられる。これに対して、変形例に係る吸収性物品１
Ｇでは、カバー部４６０は、ウィング部６０よりも裏面シート２０側に設けられる。
【０１１３】
　具体的には、図１８及び図１９に示すように、吸収性物品１Ｇは、ウィング部６０と重
なるカバー部４６０を有する。カバー部４６０は、表面シート１０と同一部材からなる表
面側シート１０Ａと、裏面シート２０側に位置する防水シート９０とによって構成される
。カバー部４６０は、吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが長い長延出部分４６０
Ａと、吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが短い短延出部分４６０Ｂとを有する。
【０１１４】
　長延出部分４６０Ａは、吸収性物品１Ｇの平面視において、付け根部分６１上に位置す
る。長延出部分４６０Ａは、吸収性物品１Ｇの平面視において、付け根部分６１よりも吸
収性物品１Ｇの幅方向Ｗ外側に延出する。つまり、長延出部分４６０Ａは、付け根部分６
１と重なっている。
【０１１５】
　短延出部分４６０Ｂは、吸収性物品１Ｇの平面視において、ウィング部６０（前方ウィ
ング部６０Ａ及び後方ウィング部６０Ｂ）上に位置する。短延出部分４６０Ｂは、ウィン
グ部６０よりも吸収体３０から幅方向外側に延出する長さが短い。
【０１１６】
（３）作用・効果
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　第４実施形態に係る吸収性物品１Ｆ,１Ｇによれば、第１実施形態、第２実施形態及び
第３実施形態と同様に、使用時における違和感を着用者に与えることなく、吸収性物品１
Ｆ,１Ｇの取り扱いが容易となり、さらに確実に付け根部分６１からの横漏れを防止でき
る。
【０１１７】
［その他の実施形態］
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１１８】
　例えば、本発明の実施形態は、次のように変更することができる。具体的には、吸収性
物品１は、生理用ナプキンであるものとして説明したが、これに限定されるものではなく
、例えば、失禁パットやパンティーライナー、使い捨ておむつなどであってもよい。
【０１１９】
　また、ウィング部６０は、裏面シート２０及びサイドシート４０によって構成されるも
のとして説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、表面シート１０と裏面シ
ート２０とによって構成されていてもよく、表面シート１０や裏面シート２０以外のシー
トによって形成されていてもよいことは勿論である。
【０１２０】
　また、ウィング部６０は、前方ウィング部６０Ａと後方ウィング部６０Ｂとによって構
成されるものとして説明したが、これに限定されるものではなく、吸収体３０よりも幅方
向Ｗ外側に延出する部分であればよい。
【０１２１】
　また、ウィング部６０における裏面シート２０側の面には、ズレ止め部７０が設けられ
るものとして説明したが、これに限定されるものではなく、ズレ止め部７０が設けられて
いなくてもよいことは勿論である。
【０１２２】
　また、ウィング部６０は、ギャザー５０と色相が異なるものとして説明したが、これに
限定されるものではなく、ギャザー５０と色相が同一であってもよい。
【０１２３】
　また、ギャザー５０の内部には、紐状体８０が伸張された状態で設けられるものとして
説明したが、これに限定されるものではなく、紐状体８０が設けられていなくてもよい。
例えば、ギャザー５０を構成するシート自体が伸張性を有していてもよい。なお、ギャザ
ー５０の形状や折り返し方については、上述した各実施形態で説明した以外であってもよ
いことは勿論である。
【０１２４】
　また、ギャザー５０の少なくとも一部は、接合部分５８を有するものとして説明したが
、これに限定されるものではなく、接合部分５８を有していなくてもよい。
【０１２５】
　また、接合部分５８は、ホットメルト等の接着剤によりウィング部６０に接合されるも
のとして説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、エンボスやソニックシー
ルなどによりウィング部６０に接合されてもよい。
【０１２６】
　また、接合部分５８（前方接合部分５８Ａ及び後方接合部分５８Ｂ）は、基準線ＳＬ近
傍に位置するものとして説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、基準線Ｓ
Ｌ上に位置していてもよく、基準線ＳＬに対して吸収性物品１の幅方向Ｗ内側又は外側に
位置していてもよい。
【０１２７】
　また、前方接合部分５８Ａにおける吸収性物品１の長手方向Ｌに沿った長さＬ１は、ズ
レ止め部７０における吸収性物品１の長手方向Ｌに沿った長さＬ２よりも長いものとして
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よりも短くてもよい。
【０１２８】
　また、前方接合部分５８Ａは、吸収性物品１の平面視において、中心線ＣＬ１を含む位
置に設けられるものとして説明したが、これに限定されるものではなく、中心線ＣＬ１を
含まない位置（例えば、中心線ＣＬ１よりも前方側又は後方側）に設けられていてもよい
。
【０１２９】
　また、後方接合部分５８Ｂは、吸収性物品１の平面視において、中心線ＣＬ２を含む位
置に設けられるものとして説明したが、これに限定されるものではなく、中心線ＣＬ２を
含まない位置（例えば、中心線ＣＬ２よりも前方側又は後方側）に設けられていてもよい
。
【０１３０】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【０１３１】
１,１Ａ～１Ｇ…吸収性物品、１０…表面シート、１０Ａ…表面側シート、２０…裏面シ
ート、３０…吸収体、３１…両側縁部、４０…サイドシート、５０,１５０,２５０,３５
０…ギャザー（防漏部）、５１Ａ,１５１Ａ,２５１Ａ,３５１Ａ…前端部分、５１Ｂ,１５
１Ｂ,２５１Ｂ,３５１Ｂ…後端部分、５２,１５２,２５２…ギャザー本体部、２５２Ａ…
外側面、２５２Ｂ…内側面、５３,１５３,２５３…最外片部分、５３Ａ,１５３Ａ,２５３
Ａ…最外面、５３Ｂ,１５３Ｂ…最内面、５４,１５４,２５４…下片部分、５５,１５５,
２５５…連続部分、５６,１５６,２５６…固定端、５７,１５７,２５７…自由端、５８,
１５８,２５８,４５８…接合部分、５８Ａ,１５８Ａ,２５８Ａ…前方接合部分、５８Ｂ,
１５８Ｂ,２５８Ｂ…後方接合部分、２５８Ｃ…前端接合部分、６０…ウィング部、６０
Ａ…前方ウィング部、６０Ｂ…後方ウィング部、６１…付け根部分、７０…ズレ止め部、
８０…紐状体、９０…防水シート、３６０,４６０…カバー部、３６０Ａ,４６０Ａ…長延
出部分、３６０Ｂ,４６０Ｂ…短延出部分
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